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概要版 

胎内市立地適正化計画

１．立地適正化計画について１．立地適正化計画について１．立地適正化計画について１．立地適正化計画について    

平成 26 年８月に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画制度が創設されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

１－１１－１１－１１－１    制度の目的制度の目的制度の目的制度の目的    

人口減少や超高齢社会が到来する中で、子どもから高齢者まで安心して便利に暮らせるまちとして持続的

に発展していくため、公共交通ネットワークの構築と連携を図りながら、居住や医療・福祉、商業などの都

市の生活を支える機能を立地誘導することが主な目的です。 

１－２１－２１－２１－２    制度の仕組み・イメージ制度の仕組み・イメージ制度の仕組み・イメージ制度の仕組み・イメージ    

誘導を促すために「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「誘導施設」を定め、推進することにより、時間

をかけながら緩やかに居住や都市機能の適正立地を誘導していく制度です。 

なお、計画策定後は、居住誘導区域外における住宅開発等の動き、都市機能誘導区域外における誘導施設

の整備の動きを把握することを目的に、一定の開発行為等を行う場合は、市長への届出が必要となります。 

 

２．胎内市の主な現況２．胎内市の主な現況２．胎内市の主な現況２．胎内市の主な現況    

 

 
図 年齢階層別人口の推移と将来推計 

 

 
図 2010 年（平成 22 年）‐2040 年（平成 52 年）の地域別人口増減（500ｍメッシュ） 

立地適正化計画区域（＝都市計画区域）

用途地域

生活サービス等が持続的に確保されるよう、
居住を誘導する区域

居住誘導区域

都市機能を誘導し集約することにより、
各種サービスの効率的な提供を図る区域

都市機能誘導区域

誘導施設

都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき
都市機能増進施設

（例）病院、商業施設、子育て支援施設等
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15151515～～～～65656565歳歳歳歳未満人口未満人口未満人口未満人口

65656565歳以上人口歳以上人口歳以上人口歳以上人口

S60 総人口

35,567人

H27 総人口

30,198人

H52 総人口

21,147人

●●●●子供と現役世代が大幅に減少し、人口減少、少子高齢化がさらに加速。子供と現役世代が大幅に減少し、人口減少、少子高齢化がさらに加速。子供と現役世代が大幅に減少し、人口減少、少子高齢化がさらに加速。子供と現役世代が大幅に減少し、人口減少、少子高齢化がさらに加速。    

●●●●市街地部の人口が大幅に減少する見込み。市街地部の人口が大幅に減少する見込み。市街地部の人口が大幅に減少する見込み。市街地部の人口が大幅に減少する見込み。    

平成 52 年（2040 年）の

総人口は、平成 27 年比の 

約７割まで減少する見込み 

高齢化率は、

約４割まで増

加する見込み 

都市機能が集積する 

中条駅周辺市街地の人口

が大幅に減少する見込み 

都市再生特別措置法都市再生特別措置法都市再生特別措置法都市再生特別措置法        第八十一条第八十一条第八十一条第八十一条 
市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設

（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与す

るものをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図るための計画（以下「立地適正化計画」という。）を作成することができる。 

２ 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 

二 都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導

区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項 

三 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）及び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導す

べき都市機能増進施設（以下「誘導施設」という。）並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導

施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項（次号に掲げるものを除く。） 

四 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項 

イ 誘導施設の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、土地区画整理事業その他国土交

通省令で定める事業 

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業 

五 第二号若しくは第三号の施策又は前号の事業等の推進に関連して必要な事項 

六 前各号に掲げるもののほか、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項 
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まちなかエリア 

 

 

乙地区 

築地地区 

黒川地区 
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都市構造上の都市構造上の都市構造上の都市構造上の主な主な主な主な課題課題課題課題    

人口減少下にあっても市民生

活、都市活動や財政運営の持続

性を確保していくための課題 

まちづくりの方針まちづくりの方針まちづくりの方針まちづくりの方針とととと    

目指すべき目指すべき目指すべき目指すべき都市像都市像都市像都市像    立地適正化計画について立地適正化計画について立地適正化計画について立地適正化計画について    

平成 26 年８月に都市再生特別措置法が改正さ

れ、立地適正化計画制度が創設されました。 

本計画は、都市全体を見渡したマスタープランと

しての性質を持つものであることから、都市計画法

に基づく胎内市都市計画マスタープランの一部と

見なされます。 

【制度の目的】【制度の目的】【制度の目的】【制度の目的】    

●人口減少や超高齢社会が到来する中で、誰もが

安心・便利に暮らせるまちとして持続的に発展

していくため、公共交通ネットワークの構築・

連携とあわせて、居住や都市機能（医療・福祉、

商業など）を立地誘導することが主な目的です。 

【制度の仕組み】【制度の仕組み】【制度の仕組み】【制度の仕組み】    

●誘導を促すために「居住誘導区域」「都市機能誘

導区域」「誘導施設」を計画に定めて、時間をか

けながら緩やかに居住や都市機能の適正立地を

誘導していく制度です。 

●計画策定後は、区域外の住宅開発や誘導施設の

整備などの動きを把握することを目的に、一定

の開発行為等については、届出が必要となりま

す。 

【行政計画における位置づけ】【行政計画における位置づけ】【行政計画における位置づけ】【行政計画における位置づけ】    

 

【【【【まちづくりの方針まちづくりの方針まちづくりの方針まちづくりの方針】】】】    

（（（（ターゲット）ターゲット）ターゲット）ターゲット）    

    

 

 

 

 

多様な課題に対応しつつ、人口減

少下にあっても市民生活、都市活動

や財政運営の持続性を確保していく

ために、安心して子育てでき、だれ

でも、いきいきと社会参加できる環

境を整えることにより、いつまでも

健康に暮らせるまちづくりを目指し

ます。 

また、市街地部においては、既存

ストックの活用を前提とした移住定

住支援策や都市機能立地の適正化に

取り組むとともに、郊外部において

は、生活拠点や都市インフラの適切

な維持に取り組むことにより、持続

可能なまちづくりを目指します。 

 

【目指すべき都市像【目指すべき都市像【目指すべき都市像【目指すべき都市像】】】】    

 

 

 

 

 

持続可能な都市構造を効率よく実

現していくために、胎内市の骨格を

成す「ＪＲ羽越本線」を公共交通軸

として位置付けるとともに、その沿

線に位置する「まちなかエリア」を

中心的な役割を担う都市拠点に、「平

木田駅周辺エリア」を地域拠点に位

置付け、これらの要素と「郊外部」

を骨格としたコンパクトなまちづく

りを進めていきます。 

 

３３３３．立地の適正化に関する基本的な方針の骨子．立地の適正化に関する基本的な方針の骨子．立地の適正化に関する基本的な方針の骨子．立地の適正化に関する基本的な方針の骨子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位計画上位計画上位計画上位計画等の等の等の等の方向性方向性方向性方向性    

胎内市都市計画マスタープラン 

(平成 23 年３月策定) 

胎内胎内胎内胎内市立地適正化計画市立地適正化計画市立地適正化計画市立地適正化計画    

※都市計画法に基づく市町

村マスタープランの一部

とみなされる(都市再生

特別措置法第 82 条) 

即す即す即す即す    

(

県
計
画)

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、 

開
発
及
び
保
全
の
方
針 

●安全面・財政面で 

持続可能な都市経営 

関連計画（一例） 

・胎内市地域公共交通総合連携計画 

・胎内市公共施設等総合管理計画 

・胎内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

等 

第２次胎内市総合計画 

（平成 29年３月策定） 

即す即す即す即す    

●中条駅から市役所までの約２

ｋｍの間を中心にした範囲を

「まちなかエリア」と位置付

け、このエリアを核として、徒

歩や自転車で暮らせるコンパ

クトなまちを形成していく。 

●中条駅西口整備などにより、中

条駅の利便性・拠点性を高める

とともに、基幹的な公共交通で

ある「ＪＲ羽越本線」以外の範

囲については、デマンドタクシ

ーを軸とした公共交通の利便

性の向上を図る。 

●子育て世代などの若年層に

も魅力的なまちづくり 

●高齢者等の移動に配慮した

人にやさしいまちづくり 

既存ストックを活用 

したネットワーク型 

コンパクトシティ 

都市の現況都市の現況都市の現況都市の現況    

（３）集落環境誘導方針（３）集落環境誘導方針（３）集落環境誘導方針（３）集落環境誘導方針    

持続可能な集落環境の形成 

①生活拠点施設の維持 

②医療・福祉サービスの維持 

③公共交通の維持・向上 

（１）居住誘導方針（１）居住誘導方針（１）居住誘導方針（１）居住誘導方針    

多世代が安心して暮らせる健康なまちづくり 

①子育て世帯等の定住促進 

②高齢者の健康長寿の促進 

③公共交通機能の充実 

④防災対策の充実 

（２）都市機能誘導方針（２）都市機能誘導方針（２）都市機能誘導方針（２）都市機能誘導方針    

市民生活を豊かにする都市機能の維持・誘導 

①多様な生活支援施設・サービスの充実 

②持続可能な医療・福祉体制の構築 

③公的資産の有効活用 

④生涯学習施設の集約化 

●子供と現役世代が大幅に減少

し、人口減少、少子高齢化がさ

らに加速。 

●主要な都市機能の利用圏は、

「中条地区の用途地域内とそ

の周辺」に集中。 

●鉄道は、南北方向の基幹的公共

交通路線として機能。 

●路線バスからデマンドタクシ

ーによる対応に移行。 

子育てしやすく、いつま

でも健康に暮らせる 

持続可能なまちづくり 

郊外部郊外部郊外部郊外部    

（田園集落・（田園集落・（田園集落・（田園集落・

山間地域）山間地域）山間地域）山間地域） 

連携連携連携連携    

デマンドデマンドデマンドデマンドタクシータクシータクシータクシー    

（（（（拠点内の移動手段）拠点内の移動手段）拠点内の移動手段）拠点内の移動手段）    
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４４４４．．．．居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定居住誘導区域の設定    

 

 

 

 

 

 

５５５５．都市機能誘導区域の設定．都市機能誘導区域の設定．都市機能誘導区域の設定．都市機能誘導区域の設定    

 

 

 

 

 

 

●市役所等に隣接し、交通利便性が

高い住宅地として、居住誘導区域

に含める。 ●利便性が向上し

た中条駅西口周

辺は、都市化を

積極的に誘導す

る エ リ ア と し

て、居住誘導区

域に含める。 

まちなかエリアまちなかエリアまちなかエリアまちなかエリア    

●都市機能や居住が集積している 

都市の中心拠点とその周辺の区域 

平木田駅周辺エリア平木田駅周辺エリア平木田駅周辺エリア平木田駅周辺エリア    

●都市の中心拠点である「まちなかエリア」

に公共交通で比較的容易にアクセスする

ことができ、そこに立地する都市機能の

利用圏として一体的である区域 

●医療福祉施設が集積し、中条

駅西口周辺整備により利便

性が向上したエリアを含む。 

●隣接する工業団地を

支える住宅地とし

て、居住誘導区域に

含める。 

≪居住誘導区域の基本方針≫ 

「まちなかエリア（中条駅から市役所までの約２kmの間を中心にした範囲）」と「平木田駅周辺エリア」

を含む用途地域内を基本に人口密度を勘案しつつ設定。 

≪都市機能誘導区域の基本方針≫ 

都市計画マスタープランで中心的な役割を担う都市拠点として位置づけられている「まちなかエリア」を

基本に、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動

できるエリアをコンパクトなまちづくりを進める上での中心的な役割を果たす地区として設定。 

●都市機能が一定程度集積し

ている範囲を設定。 

●平木田駅に隣接し、交通利便性が

高い住宅地として、居住誘導区域

に含める。 
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６６６６．実現化方策．実現化方策．実現化方策．実現化方策    

６６６６－１－１－１－１    誘導施設の設定誘導施設の設定誘導施設の設定誘導施設の設定    

「まちづくりの方針（ターゲット）」を踏まえ、まちづくりの方向性を実現するための都市機能まちづくりの方向性を実現するための都市機能まちづくりの方向性を実現するための都市機能まちづくりの方向性を実現するための都市機能など、今

後必要となる施設を誘導施設として定めます。 

また、誘導施設の設定については、今後の居住エリアや社会情勢の動向今後の居住エリアや社会情勢の動向今後の居住エリアや社会情勢の動向今後の居住エリアや社会情勢の動向を踏まえながら適宜見直しを検適宜見直しを検適宜見直しを検適宜見直しを検

討討討討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■ 誘導施設の定義 

誘導施設の定義を以下の通り定めます。 

都市機能 誘導施設 定義・根拠法など 

医療施設 ・病院 
・医療法第１条の５第１項に該当する医療施設（20 人以上の患者を入院

させるための施設を有するもの）。 

保健福祉 

施設 
・保健福祉施設 

・胎内市の基幹的な保健福祉施設「ほっとＨＯＴ・中条」。 

※市有施設 

商業施設 ・大規模小売店舗 
・大規模小売店舗立地法（大店立地法）の届出が必要となる店舗（1,000

㎡以上）。 

公共施設 

・各種公共公益施設

のうち広域から

人が集まる施設 

・市役所本庁舎 

・生涯学習の拠点となる施設 

（文化会館・コミュニティセンター・公民館等） 

・図書館 

・その他、広域から人が集まる公共公益施設 

※市有施設 

    

６６６６－２－２－２－２    届出・勧告制度届出・勧告制度届出・勧告制度届出・勧告制度    

    

■ 届出の対象となる行為 

計画策定後は、居住誘導区域外における住宅開発等の動き、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備

の動きを把握することを目的に、一定の開発行為等を行う場合は、開発行為等に着手する 30日前までに市長

への届出が必要となります。 

 

居住 

誘導区域外 

開発行為開発行為開発行為開発行為    

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為

で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物と

して条例で定めるものの建築目的で行う開

発行為 

建築等行為建築等行為建築等行為建築等行為    

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②人の居住の用に供する建築物として条例で

定めたものを新築しようとする場合 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し

て住宅等（①、②）とする場合 

都市機能 

誘導区域外 

開発行為開発行為開発行為開発行為    

①誘導施設を有する建築物の建築目的の開発

行為を行おうとする場合 

開発行為以外開発行為以外開発行為以外開発行為以外    

①誘導施設を有する建築物を新築しようとす

る場合 

②建築物を改築し誘導施設を有する建築物と

する場合 

③建築物の用途を変更し誘導施設を有する建

築物とする場合 

 

安心して子育てできる安心して子育てできる安心して子育てできる安心して子育てできる

環境づくり環境づくり環境づくり環境づくり 

・教育施設等は、主に中条

地区の用途地域内に集積

する一方で、郊外部にも

点在。 

・多様な保育ニーズに対応

するため、子育て施設・

サービスの充実が課題。 

・将来の児童・生徒数の減

少に対応した学校の在り

方が課題。 

【【【【まちづくりの方針まちづくりの方針まちづくりの方針まちづくりの方針】】】】（（（（ターゲット）ターゲット）ターゲット）ターゲット）    

子育てしやすく、いつまでも健康に暮らせる持続可能なまちづくり 

・医療施設や高齢者福祉施

設は、主に中条地区の用

途地域内に集積する一方

で、郊外部にも点在。 

・医師不足などの問題を抱

える病院等について、持

続可能な医療体制の確保

が課題。 

・要介護者の増加が見込ま

れる中、介護サービスの

施設の確保が課題。 

既存ストックの活用を既存ストックの活用を既存ストックの活用を既存ストックの活用を

前提とした持続可能な前提とした持続可能な前提とした持続可能な前提とした持続可能な

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり 

いつまでも健康でいつまでも健康でいつまでも健康でいつまでも健康で    

いきいきと社会参加いきいきと社会参加いきいきと社会参加いきいきと社会参加    

できる環境づくりできる環境づくりできる環境づくりできる環境づくり 

現

況

と

課

題 

●●●●教育施設等教育施設等教育施設等教育施設等    

（保育園、幼稚園、 

認定こども園、学校） 

誘

導

施

設 

・世代を問わず多くの市民

が日常的に利用する施設

である商業施設や公共施

設は、中条地区の用途地

域内とその周辺に集積。 

・人口減少下にあっても、

これらの都市機能の利便

性を確保していくことが

課題。 

●●●●医療医療医療医療施設施設施設施設    

（胎内市の医療を支える

基幹的な医療施設） 

 

●●●●保健福祉施設保健福祉施設保健福祉施設保健福祉施設    

（胎内市の基幹的な保健

福祉施設） 

●●●●商業商業商業商業施設施設施設施設    

（スーパーマーケット等） 
※商店街を構成する個々の

小売店舗は対象としない。 

    

●●●●公共公共公共公共施設施設施設施設    

（基幹的な公共施設） 
※生涯学習施設、図書館等 

【今後必要となる施設】 

（まちづくりの方向性を実現するための都市機能など） 

●「教育施設等」は、居

住エリアとのバラン

スを考慮したうえ、立

地について判断する。 


